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本
稿
は
、
馬
一
場
八
幡
社
の
現
宮
司
内
藤
家
に
伝
わ
る
一
‐
八
幡
宮
由
緒
書
」
一
‐
八
幡
社
領
井
旧
記
録
写
」
な
ど
を
紹
介
す
る
の
が
目

的
で
あ
る
が
、
八
幡
神
の
信
仰
の
成
立
に
つ
い
て
の
研
究
、
八
幡
社
と
紀
氏
一
門
と
の
関
係
を
も
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

八
幡
信
仰
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
成
立
の
次
第
、
発
展
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
諸
説

が
あ
り
、
最
初
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
。

宇
佐
八
幡
等
信
仰
に
関
す
る
主
要
な
研
究
雷
と
研
究
の
方
向
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
八
幡
愚
童
訓
」
「
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
」
。
前
者
は
京
都
石
清
水
の
社
僧
、
後
者
は
宇
佐
の
社
僧
に
よ
る
研
究
書
。
江
戸
時
代
、

「
豊
前
志
」
（
渡
辺
重
春
）
。
明
治
以
後
「
八
幡
の
神
の
考
」
（
栗
田
寛
）
、
「
八
幡
宮
の
研
究
」
（
宮
地
直
二
、
「
不
動
安
鎮
法
と
八
幡

神
」
（
松
本
栄
二
、
「
仁
聞
菩
薩
と
八
幡
神
」
（
柳
田
国
男
・
中
山
太
郎
）
、
「
八
幡
に
つ
い
て
」
（
肥
後
和
男
）
、
「
日
唐
交
通
と
新
羅

神
の
信
仰
」
（
鏡
山
猛
）
、
「
八
幡
神
考
」
Ⅱ
宗
像
三
神
と
八
幡
説
（
波
多
野
院
三
）
、
「
八
幡
信
仰
史
の
研
究
」
（
中
野
播
龍
）
、
「
宇
佐

八
幡
宮
文
書
Ⅱ
大
分
県
史
料
の
内
」
、
「
宇
佐
神
宮
史
」
（
竹
内
理
三
監
修
、
中
野
蟻
龍
編
）
、
「
石
清
水
八
幡
宮
史
」
（
相
田
二
郎
）
、
「
石

清
水
八
幡
宮
史
料
叢
書
」
全
５
巻
（
同
社
々
務
書
発
行
）
、
「
鎌
倉
市
史
、
史
料
編
第
一
、
鶴
岡
八
幡
宮
文
書
」
、
「
営
崎
宮
史
料
」
（
村

田
正
志
編
）
。

製 印 著
者

発
行

ふ
る
さ
と
史
考

ｌ
八
幡
信
仰
と
米
子
市
馬
場
の
八
幡
社
史

Ｉ
船
越
元
四
鰯
著
作
集
‐
‐

一
九
九
八
年
七
月
四
日

一
九
九
八
年
七
月
一
八
側

本刷

船
越
元
四
郎

船
越
元
四
郎
先
生
著
作
集
刊
行
委
員
会

米
子
巾
中
町
二
Ｏ
米
子
市
立
山
陰
歴
史
館
内

米
子
今
井
勢
店
印
刷
工
場

日
宝
綜
合
製
本
株
式
会
社

印
刷

発
行
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二
宮
正
彦
著
「
八
幡
大
神
の
創
記
に
つ
い
て
」
に
み
る
学
説
史
の
ま
と
め
（
昭
和
三
七
年
）

側
八
幡
大
神
の
原
初
形
態
は
豊
前
国
馬
城
峰
の
巨
石
崇
拝
に
始
ま
る
。

③
巨
石
の
祭
記
権
は
宇
佐
国
造
が
も
ち
、
そ
の
祖
神
と
な
る
。

や
は
た

側
奈
良
朝
初
期
ま
で
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
「
八
幡
」
の
神
名
と
仏
教
的
要
素
が
加
味
す
る
。

側
養
老
年
間
に
、
八
幡
大
神
の
祭
祁
権
は
宇
佐
氏
よ
り
大
神
氏
に
移
り
、
祭
神
は
誉
田
皇
子
と
な
り
、
発
展
の
体
制
が
準
備
さ
れ

側
対
新
羅
関
係
の
鎮
護
国
家
の
神
と
し
て
中
央
進
出
の
機
会
が
得
ら
れ
、
神
仏
習
合
が
行
わ
れ
る
。

側
東
大
寺
大
仏
と
密
接
な
関
係
が
で
き
、
飛
躍
的
に
進
み
、
後
神
と
し
て
堆
恥
神
が
配
記
さ
れ
る
。

例
東
大
寺
大
仏
造
立
へ
の
神
助
が
認
め
ら
れ
、
朝
野
の
尊
崇
が
集
ま
り
、
発
展
の
企
図
が
達
成
さ
れ
る
。

最
近
に
お
け
る
八
幡
研
究
の
主
要
な
方
向

①
八
幡
宮
・
神
宮
寺
等
に
関
す
る
縁
起
、
八
幡
神
託
宣
集
等
関
係
史
料
の
考
証
。

③
八
幡
宮
の
特
殊
神
事
で
あ
る
放
生
会
・
行
幸
会
等
に
関
す
る
研
究
。

㈹
初
期
八
幡
宮
の
仏
教
・
道
教
と
の
習
合
に
関
す
る
研
究
。

側
八
幡
信
仰
の
発
展
、
特
に
社
会
思
想
、
文
化
人
類
学
等
を
ふ
ま
え
た
思
想
史
的
研
究
。

原
始
八
琶
事
る
ま
雲
説
ｌ
豊
閏
司
圭
の
念
慧
建
八
蕊
蔓
に
よ
る
と
、
霧
に
八
雲
を
動
か
し
窪

は
辛
嶋
氏
、
つ
い
で
大
神
氏
、
そ
し
て
最
後
に
宇
佐
氏
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
氏
族
祭
記
が
ど
の
よ
う
に
し
て
お
こ

り
、
周
囲
を
動
か
す
に
至
っ
た
か
が
問
題
（
人
間
の
共
同
生
活
の
必
要
か
ら
神
は
生
れ
る
）
。
宇
佐
の
神
職
・
社
僧
団
の
危
大
さ
、

く
う

神
領
の
広
大
さ
、
神
職
・
社
僧
居
住
範
囲
の
広
さ
（
豊
前
・
豊
後
の
五
郡
に
わ
た
る
）
、
延
喜
式
で
宮
と
名
の
つ
く
四
社
（
伊
勢

は
除
い
て
鹿
島
・
香
取
・
宮
崎
・
宇
佐
）
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
。
出
雲
大
社
の
如
き
は
僅
か
に
神
門
郡
の
十
二
郷
で
あ
っ
た
。

神
社
は
本
来
そ
の
祭
（
〃
て
あ
る
地
名
を
も
っ
て
呼
ぷ
の
が
殆
ん
ど
で
あ
る
が
、
宇
佐
の
場
合
は
別
で
あ
っ
た
。
奈
良
時
代
文
献

に
三
二
件
に
わ
た
り
出
て
く
る
神
社
名
は
「
八
幡
の
神
」
「
八
幡
大
神
宮
」
「
広
幡
八
幡
大
神
宮
」
「
八
幡
神
社
」
な
ど
。
「
宇
佐
八

幡
」
の
文
字
の
初
見
は
貞
観
一
八
（
八
七
六
）
年
で
、
都
に
石
清
水
八
幡
が
鎮
座
し
た
後
に
区
別
す
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

宇
佐
の
宮
を
め
ぐ
る
古
い
神
事
に
「
撫
畦
毒
云
」
が
あ
る
。
豊
前
琴
割
岳
の
古
宮
八
幡
か
ら
、
銅
鏡
を
行
橋
市
の
豊
日
別
宮
に

納
め
、
次
々
に
鏡
は
霊
場
を
廻
り
、
宇
佐
和
間
浜
で
宇
佐
の
神
官
に
わ
た
す
。
こ
の
和
間
浜
に
は
そ
の
と
き
上
毛
郡
古
表
八
幡
と

下
毛
郡
（
中
津
市
）
の
左
擬
八
幡
か
ら
側
側
を
舟
に
の
せ
て
も
む
て
く
る
。
宇
佐
の
神
職
・
社
僧
は
舟
で
「
コ
ヒ
ョ
ウ
岬
」
に
で

て
、
そ
こ
で
蛾
貝
を
流
す
。
こ
れ
が
放
生
の
儀
礼
で
あ
る
。

も
う
一
つ
古
い
儀
礼
神
事
に
「
御
行
幸
会
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
下
毛
郡
（
中
津
市
）
の
三
角
池
の
マ
コ
モ
で
、
七
日
間
の
断
食

を
し
て
枕
を
つ
く
り
、
そ
の
枕
を
宇
佐
郡
・
下
毛
郡
・
速
見
郡
と
廻
っ
て
宇
佐
本
殿
に
納
め
る
。
古
い
枕
は
国
東
郡
の
人
々
の
迎

え
を
う
け
て
、
奈
良
へ
ゆ
き
、
奈
良
か
ら
四
国
の
伊
予
へ
渡
る
。

紺
』
ぜ
、

Ｌ
）
０
今

一
生
懸
命
に
な
っ
て
鏡
を
運
ん
で
く
る
、
北
の
企
救
・
京
都
・
田
川
の
地
方
は
、
か
つ
て
は
「
止
与
」
国
と
い
っ
た
。
下
毛
・

上
毛
・
宇
佐
の
地
方
は
か
つ
て
「
邪
馬
」
と
い
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
「
止
与
」
と
「
邪
馬
」
の
中
間
に
、
築
城
郡
の
緋
聯
郷
が
あ

り
、
そ
こ
に
「
矢
幡
八
幡
」
が
あ
る
。
こ
の
社
は
古
来
宇
佐
八
幡
宮
に
密
接
な
関
係
を
も
つ
行
事
が
あ
っ
た
。
宇
佐
の
宮
に
勅
使

が
下
向
す
る
と
、
宇
佐
大
宮
司
は
矢
幡
の
宮
に
そ
の
報
告
に
参
っ
た
と
矢
幡
八
幡
の
縁
起
に
記
す
。
ま
た
、
宇
佐
の
遷
宮
の
た
び

に
、
大
宮
司
は
矢
幡
八
幡
に
出
か
け
て
、
材
木
を
も
ら
う
式
を
し
た
と
伝
え
る
。
こ
の
矢
幡
八
幡
に
は
「
榊
山
神
事
」
「
震
の
神

事
」
が
あ
る
、
前
者
は
榊
を
も
っ
て
氏
子
の
村
を
廻
り
、
後
者
は
旧
六
月
三
○
日
御
神
輿
と
一
緒
に
村
中
の
人
た
ち
全
部
が
海
に

入
る
。
と
も
に
日
本
の
神
事
の
古
い
形
を
残
し
て
い
る
。

宇
佐
郡
横
山
村
の
稲
積
山
は
山
伏
が
峯
入
り
を
し
て
最
後
に
参
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
山
に
久
全
寺
と
い
う
寺
が
山
麓
か
ら
移
さ

れ
て
い
た
が
、
大
友
宗
鱗
の
焼
打
ち
に
あ
っ
た
。
稲
積
山
は
も
と
も
と
山
体
を
拝
し
、
こ
の
山
と
そ
の
麓
は
非
常
に
古
い
山
体
信

る
。

剛
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大
仏
鋳
造
と
八
幡
神
の
中
央
進
出

●
七
色
ハ
●
、

天
平
一
○
（
じ
三
八
）
年
、
宇
佐
の
神
宮
寺
で
あ
る
弥
靭
寺
が
国
分
寺
扱
い
と
な
る
。
一
三
年
藤
原
広
嗣
の
乱
平
定
後
、
報
餐

と
し
て
八
幡
神
に
「
最
勝
王
経
」
「
法
華
経
」
度
者
、
封
戸
、
神
馬
、
三
重
塔
寄
進
。
一
七
年
八
幡
社
よ
り
東
大
寺
造
立
の
費
を

石
清
水
八
幡
宮
の
成
立

仰
と
山
麓
聖
地
と
さ
れ
た
。
そ
の
聖
地
に
辛
嶋
氏
が
繁
盛
し
、
稲
積
山
霊
を
ま
つ
る
古
い
住
民
の
宗
教
社
会
に
仏
教
・
道
教
的
な

も
の
を
も
っ
て
習
合
し
た
の
で
は
な
い
か
。
上
毛
郡
山
田
郷
の
宗
像
八
幡
社
は
宗
像
神
と
八
幡
神
と
の
合
祭
と
い
わ
れ
る
。
香
春

岳
の
新
羅
神
の
司
祭
者
は
帰
化
人
と
の
関
係
深
い
辛
嶋
氏
で
あ
ろ
う
。
（
盤
前
国
の
「
大
宝
戸
籍
」
に
よ
る
と
、
六
○
～
七
○
％

が
泰
氏
で
あ
”
て
、
辛
嶋
氏
も
そ
の
関
係
で
あ
り
、
八
幡
さ
ん
は
秦
氏
の
神
で
「
弥
識
の
神
」
で
あ
る
と
い
う
発
表
を
し
た
学
者

一
，
古
事
記
」
一
‐
日
本
禽
紀
」
が
伝
え
る
宇
佐
国
造
は
独
自
の
女
神
を
ま
（
／
《
〃
て
い
た
が
、
や
が
て
こ
れ
ら
の
神
を
祭
る
よ
う
に

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
宇
佐
の
聖
地
を
守
っ
て
い
る
間
に
「
ヤ
ハ
タ
神
」
の
集
団
は
道
教
・
仏
教
な
ど
外
来
宗
教
と
融

扮
姉

合
し
て
豊
国
の
駆
祝
を
発
生
さ
せ
た
。
（
宇
佐
に
は
比
咋
神
の
脇
殿
と
し
て
北
辰
社
を
ま
つ
る
）

そ
こ
に
縁
起
に
よ
る
と
欽
明
朝
に
朝
鮮
半
島
で
の
日
本
の
碩
鞘
挽
回
の
使
命
を
負
わ
さ
れ
て
朝
廷
か
ら
宇
佐
の
地
に
差
遣
さ
れ

Ｉ
ｊ
う
１
１
●

た
大
神
比
漉
が
人
わ
て
く
る
。
大
神
氏
は
大
和
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
部
族
で
あ
り
泰
氏
と
の
か
か
わ
り
も
深
い
。
大
神
氏
に

よ
っ
て
ヤ
ハ
タ
神
は
二
韓
征
伐
に
有
″
な
伝
承
を
有
す
る
誉
田
別
尊
（
応
神
天
皇
）
の
神
霊
な
り
と
す
る
人
間
神
、
し
か
も
皇
室

の
祖
先
神
信
仰
が
』
ハ
ー
セ
枇
紀
頃
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
ら
し
い
。
八
幡
神
が
応
神
天
皇
で
あ
る
と
の
文
献
上
の
初
見
は
「
住
吉
大

社
神
代
記
」
で
天
平
三
（
じ
三
二
年
に
八
幡
は
誉
田
天
皇
と
み
え
る
。
こ
れ
は
対
新
羅
関
係
の
悪
化
か
ら
国
家
的
な
必
要
が
生

ん
だ
人
間
神
で
あ
っ
た
。
宇
佐
の
地
は
そ
の
よ
う
な
外
国
事
情
に
明
る
い
帰
化
人
の
郷
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
国
家

や
衆
生
を
救
う
と
い
う
こ
と
か
ら
天
応
元
（
じ
八
二
年
、
朝
廷
は
「
護
国
霊
験
威
力
神
通
大
菩
薩
」
の
号
を
贈
る
神
道
界
で
の

も
あ
る
・
）

薪
維
。
雪
一
八
牛
疲
皇
病
痢
平
癒
の
た
め
八
聯
柳
に
三
怖
左
贈
り
や
封
戸
四
０
０
》
度
僧
五
○
、
水
田
五
○
町
歩
を
施
入
。
一
九
年

天
皇
は
八
幡
社
に
大
仏
鋳
造
成
就
を
祈
願
。
天
平
勝
宝
元
（
七
四
九
）
年
、
宇
佐
八
幡
神
の
託
宣
、
「
わ
れ
天
神
地
祇
を
率
い
、

必
ず
成
し
奉
ら
ん
。
銅
の
湯
を
水
と
な
し
、
わ
が
身
を
草
木
土
に
交
え
て
、
障
る
こ
と
な
く
な
さ
ん
」
と
。

一
二
月
一
八
日
、
八
幡
神
入
京
。
（
二
月
一
九
日
託
宣
、
二
四
日
迎
神
使
と
し
て
石
川
年
足
・
藤
原
魚
名
任
命
、
路
次
諸
国

に
兵
士
一
○
○
人
を
遣
し
、
ま
た
途
次
諸
国
に
殺
生
を
禁
じ
、
酒
・
肉
を
断
た
し
め
、
一
二
月
一
八
日
五
位
以
下
の
官
人
・
衛
士

も
り
酌

数
十
名
を
し
て
迎
え
さ
せ
る
）
宮
南
の
梨
原
宮
に
神
殿
築
造
。
数
日
後
、
宇
佐
の
祢
宜
大
神
杜
女
は
上
皇
・
皇
太
后
と
共
に
紫
の

輿
に
乗
っ
て
大
仏
殿
礼
拝
。
八
幡
大
神
に
一
品
、
比
咋
神
に
一
品
、
杜
女
に
従
四
位
下
、
宇
佐
の
主
神
司
大
神
田
麻
呂
に
従
五
位

下
を
授
与
。
翌
二
年
、
八
幡
大
神
に
封
戸
八
○
○
、
位
田
八
○
町
。
比
昨
神
に
封
戸
六
○
○
、
位
田
六
○
町
を
寄
進
。

革
命
的
問
題
が
お
こ
っ
た
。

天
安
三
（
八
五
九
）
年
奈
良
大
安
寺
僧
行
教
、
太
政
大
臣
良
房
の
命
に
よ
り
清
和
天
皇
即
位
奉
謝
の
た
め
宇
佐
に
参
詣
。
（
清

和
天
皇
は
良
房
の
孫
、
文
徳
皇
子
、
異
母
兄
を
さ
し
お
い
て
の
即
位
で
あ
り
世
間
の
批
難
も
あ
っ
た
の
で
、
宇
佐
八
幡
の
託
宣
に

す
が
る
気
持
が
つ
よ
く
、
か
ね
て
祈
願
を
重
ね
て
い
た
）
行
教
は
真
言
宗
界
の
実
力
者
、
ま
た
宇
佐
大
宮
司
大
神
田
仲
麻
呂
と
関

係
も
密
接
と
思
わ
れ
た
。
行
教
は
四
月
～
七
月
の
三
ヶ
月
宇
佐
の
宮
で
大
東
経
典
転
読
、
真
言
密
教
念
持
の
回
向
の
結
果
、
七
月

一
五
日
、
八
幡
大
菩
薩
の
託
宣
を
う
け
た
。
「
都
に
近
く
座
を
移
し
、
国
家
を
鎮
護
せ
ん
」
と
。
行
教
は
帰
京
し
て
山
城
国
巽
方

の
山
頂
に
和
光
瑞
を
垂
れ
る
こ
と
月
星
の
如
く
、
光
照
遍
く
満
ち
耀
く
を
ゑ
た
。
そ
し
て
再
度
示
現
が
あ
り
、
「
移
坐
す
べ
き
の

処
は
、
石
清
水
男
山
の
峯
な
り
」
と
、
（
八
月
廿
五
日
）
翌
早
朝
行
教
は
男
山
に
登
り
三
日
間
祈
誓
し
て
社
殿
の
位
置
を
定
め
、

法
堂
建
立
。

廷
暦
一
三
（
八
○
三
）
年
、
最
澄
渡
唐
の
た
め
宇
佐
・
香
春
社
に
祈
る
。
帰
朝
後
香
春
社
に
法
華
院
建
立
（
延
暦
寺
の
別
院
と

な
る
）
。
天
長
六
（
八
二
九
）
年
、
朝
廷
よ
り
宇
佐
の
弥
勅
寺
に
講
師
僧
と
し
て
天
台
の
光
慧
を
派
遣
、
光
慧
に
よ
り
境
内
に
妙

姪応ツ



第4章生活と信仰・その他

出
雲
国
の
八
幡
平
浜
別
宮

石
清
水
文
書
に
よ
れ
ば
、

園
た
る
こ
と
が
わ
か
る
。

国
に
一
‐
石

紀
氏
と
八
幡

紀
氏
は
武
内
宿
祢
の
子
孫
と
さ
れ
、
古
く
か
ら
太
宰
府
官
人
を
勤
め
（
Ｏ
印
を
付
し
た
の
が
太
宰
大
気
）
、
宇
佐
と
の
関
係
は

行
教
以
前
か
ら
深
か
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
幡
は
早
く
か
ら
悌
教
的
な
神
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
が
、
「
ヤ
ハ
タ
の

神
」
が
「
ハ
チ
マ
ン
神
」
に
な
句
た
の
は
、
真
言
密
教
で
不
動
安
鎮
法
を
修
す
る
際
、
八
流
の
幡
を
立
て
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
と

い
う
説
も
あ
る
が
、
行
教
が
大
安
寺
に
お
い
て
真
言
密
教
の
大
家
と
い
わ
れ
た
点
か
ら
、
行
教
と
八
幡
神
の
関
係
が
明
ら
か
で
あ

る
。
ま
た
日
本
書
紀
に
八
幡
神
は
宗
像
三
神
を
そ
の
起
源
と
す
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
紀
氏
が
瀬
戸
内
海
を
中
心
と
し
た
航
行
に

大
き
な
地
位
を
占
め
て
い
た
か
ら
、
八
幡
神
を
内
海
航
行
の
守
護
神
と
し
て
紀
氏
が
重
ん
じ
た
、
と
の
説
を
岸
俊
夫
氏
は
述
べ
る
。

応
天
門
の
変
（
貞
観
八
年
）
で
中
央
名
族
で
あ
っ
た
伴
氏
や
紀
氏
は
没
落
さ
せ
ら
れ
る
が
、
行
教
や
弟
の
益
信
、
甥
の
真
済
ら
の

名
僧
に
よ
っ
て
宗
教
的
権
威
獲
得
の
道
を
た
ど
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
の
次
第
を
奏
上
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
天
皇
・
皇
后
以
下
諸
人
も
男
山
に
紫
雲
立
上
り
王
城
を
覆
う
夢
を
み
た
。
九
月
勅
使
下

向
男
山
の
実
地
点
検
、
直
ち
に
六
字
の
御
殿
造
営
に
か
か
り
、
や
が
て
三
所
の
神
体
を
安
置
し
た
。
行
教
は
命
に
よ
っ
て
再
度
宇

佐
に
参
り
、
貞
観
三
（
八
六
こ
年
正
月
三
日
よ
り
二
四
日
間
「
般
若
経
」
を
奉
読
し
た
。
同
時
に
石
清
水
八
幡
宮
に
は
度
者
一

五
人
を
賜
わ
っ
て
祈
願
僧
と
し
た
。

紀
氏
出
身
で
あ
る
行
教
は
大
安
寺
の
東
室
第
上
院
に
住
し
た
が
、
入
唐
帰
朝
後
、
宇
佐
八
幡
に
詣
で
て
一
古
い
夏
九
○
日
の
参

篭
を
し
、
大
銅
二
（
八
○
七
）
年
大
安
寺
鎮
守
と
し
て
八
幡
神
を
勧
請
し
た
。
こ
の
経
験
か
ら
彼
は
宇
佐
へ
良
房
に
よ
っ
て
派
遣

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
八
幡
の
男
山
に
遷
座
後
、
も
と
か
ら
こ
の
山
に
あ
っ
た
紀
氏
の
氏
寺
と
覚
し
き
石
清
水
寺
を
改
築
し
て
護
国

寺
と
称
し
、
八
幡
社
の
神
官
寺
と
し
た
。
そ
し
て
行
教
の
弟
子
安
宗
を
そ
の
別
当
と
し
た
。
こ
れ
か
ら
推
考
す
る
と
宇
佐
派
遣
の

以
前
か
ら
八
幡
神
の
遷
座
は
行
教
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
、
良
一
房
の
諒
解
を
得
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

石
清
水
鎮
座
後
一
年
の
貞
観
三
（
八
六
二
年
、
八
幡
社
は
近
京
名
神
七
社
（
賀
茂
・
松
尾
・
稲
荷
・
平
野
・
梅
宮
・
春
日
・

石
清
水
）
に
加
え
ら
れ
て
祈
雨
奉
幣
に
あ
ず
か
っ
た
。
九
世
紀
は
奉
幣
順
序
が
賀
茂
・
松
尾
等
に
及
ば
な
か
っ
た
が
、
一
○
世
紀

に
な
る
と
石
清
水
が
第
一
順
序
と
な
り
、
実
に
伊
勢
に
つ
ぐ
名
神
大
社
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
発
足
し
た
石
清
水
八
幡
は

宇
佐
社
と
弥
勅
寺
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
神
社
と
護
国
寺
が
一
体
と
な
っ
た
宮
寺
形
式
の
体
制
を
と
っ
た
。
別
当
職
は
安
宗
以
後

そ
の
弟
子
が
嗣
ぎ
、
第
四
代
の
会
俗
の
死
後
（
九
二
九
）
そ
の
子
孫
が
世
襲
し
て
紀
氏
一
門
が
別
当
職
を
独
占
す
る
に
至
っ
た
。

中
世
真
浄
上
米
が
僧
の
妻
帯
の
習
慣
を
つ
く
っ
た
が
、
石
清
水
は
こ
れ
に
先
が
け
て
平
安
期
に
不
浄
僧
と
し
て
の
生
活
を
は
じ
め

て
い
た
こ
と
は
、
神
仏
習
合
史
上
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。

八
幡
社
の
放
生
会
は
九
州
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
石
清
水
で
は
貞
観
五
年
八
月
一
五
日
か
ら
は
じ
め
た
。
天
暦
二
（
九

四
八
）
年
か
ら
は
朝
廷
か
ら
の
宣
命
使
派
遣
が
は
じ
ま
り
、
「
宮
寺
の
沙
汰
」
の
上
に
「
公
家
の
沙
汰
」
が
合
体
と
い
う
形
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
二
世
紀
は
じ
め
か
ら
勅
使
下
向
と
も
な
っ
た
。
石
清
水
の
放
生
会
は
八
月
一
三
日
か
ら
ま
ず
社
僧
団
に
よ
る
準

武
肉
宿
祢
二
○
代
丁
大
納
言
魚
群
諺
ｌ
農
ｌ
霊
ｌ
爵
ｌ
義

傭
、
一
四
日
勅
使
下
向
、
一
五
日
朝
大
菩
薩
・
比
咋
神
・
大
帯
姫
命
の
三
所
神
輿
が
上
院
か
ら
下
院
に
渡
御
、
夜
に
入
っ
て
還
御
、

そ
の
間
に
奏
楽
・
献
供
・
献
花
・
献
舞
・
相
撲
・
競
馬
等
が
あ
り
、
魚
貝
を
川
に
放
つ
行
事
が
あ
る
。
ま
た
中
世
に
は
五
畿
内
諸

国
に
「
石
清
水
放
生
会
以
前
殺
生
禁
断
」
を
命
じ
た
。

鳥
羽
天
皇
天
永
二
（
二
二
）
年
に
於
て
、
出
雲
国
意
宇
郡
八
郷
庄
は
す
で
に
石
清
水
八
幡
宮
の
庄
鰯

さ
ら
に
保
元
三
（
二
五
八
）
年
の
太
政
官
符
で
は
出
雲
国
に
八
所
八
幡
領
の
名
を
あ
げ
る
（
横
田
．

｢-+司
益行御
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伯
脅
国
西
部
に
お
け
る
土
着
豪
族
紀
氏
一
門
と
八
幡
社
の
信
仰

鳥
取
県
史
の
原
始
古
代
編
に
も
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
武
内
宿
祢
か
ら
の
系
図
に
よ
る
と
、
前
掲
の
系
図
に
関
連
し
て
次
の

よ
う
な
紀
氏
系
図
が
あ
る
。

倉
吉
余
戸
谷
町
●
生
田
八
幡
や
宮

西
伯
町
谷
川
の
八
量
幡
（
福
田
庄
八
幡
宮
）

北
条
町
山
田
八
幡
宮

法
勝
寺
の
馬
場
八
幡

合
祭
武
内
宿
祢
・
素
瀧
鳴
命
宇
迦
之
御
魂
。

社
伝
で
は
鎌
倉
時
代
創
建
。
棟
札
で
は
天
正
一
八
（
一
五
九
○
）
年
、
吉
川
広
家
家
臣
で
、
奉
行
佐
を
木
源
兵
ヱ
尉
春
芳
、
宮

作
事
奉
行
新
庄
親
直
、
神
主
牛
尾
大
蔵
右
ヱ
門
と
あ
る
が
、
新
庄
親
直
は
当
地
方
そ
の
頃
の
支
配
者
で
あ
っ
た
山
田
重
直
・
信
直

父
子
と
関
係
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
福
田
庄
は
清
水
川
・
柏
尾
・
谷
川
・
坂
根
・
上
境
・
大
袋
・
下
安
曇
を
氏
子
と
し
た
。

僧
が
と
り
し
き
《
〃
た
と
伝
え
る
。

こ
の
文
面
か
ら
戦
国
期
こ
の
神
社
に
神
宮
寺
が
あ
り
、
社
寺
と
も
に
三
沢
氏
迩
配
下
に
あ
（
〃
た
こ
と
が
判
明
。
永
禄
三
一
（
一

五
六
九
）
年
、
藤
原
の
一
族
と
思
わ
れ
る
佐
藤
十
郎
左
ヱ
門
隆
信
が
神
宮
寺
に
八
幡
祭
の
励
行
を
命
じ
て
い
る
。
伯
蓄
志
で
は
、

馬
場
村
の
修
験
戒
乗
院
（
当
山
派
）
は
住
吉
は
八
幡
社
の
神
宮
寺
で
「
岩
磨
山
神
宮
寺
」
と
称
し
た
と
い
う
伝
承
を
記
す
。

知
叩
山

安
田
・
赤
穴
・
枚
浜
・
日
茂
・
新
松
・
白
土
・
大
田
）
元
暦
二
（
三
八
五
）
年
の
頼
朝
の
下
文
に
「
一
天
下
誰
人
不
し
仰
：
神

徳
者
四
海
之
内
何
音
令
１
忽
緒
当
宮
御
事
哉
、
武
士
之
濫
吹
甚
以
不
穏
便
也
…
…
」
と
、
武
士
の
神
領
に
お
け
る
狼
籍
を
い
ま

し
め
て
い
る
。
尼
子
の
臣
細
井
武
戯
守
は
八
幡
宮
に
両
界
趣
陀
羅
等
を
奉
納
し
て
い
る
。

社
領
１
１
嘉
禄
二
二
二
二
六
）
年
、
国
宣
を
も
っ
て
一
町
三
反
歩
を
増
加

天
福
元
気
二
三
Ｏ
）
年
、
惣
検
校
紀
義
季
縦
状
で
は
神
領
六
町
歩

応
安
二
（
・
三
六
九
）
年
、
社
領
二
○
○
街

毛
利
姉
元
社
領
三
○
○
質
寄
進
、
堀
尾
吉
暗
五
○
石
、
京
極
忠
高
四
五
石

吉
川
氏
の
家
臣
川
田
氏
所
持
の
伝
記
に
「
欺
平
五
（
九
三
九
）
年
、
伯
州
山
田
別
宮
下
向
、
八
幡
大
菩
薩
奉
還
当
所
：
：
：
」
と

あ
り
、
山
田
氏
の
一
」
の
地
に
お
け
る
勢
″
は
石
清
水
八
幡
宮
領
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
保
元
三
（
三
五
八
）
年
三
一
月
の
官
宣

旨
に
「
伯
苫
国
山
川
別
宮
」
と
〃
え
る
か
ら
、
記
録
の
上
で
は
平
安
末
期
に
は
石
清
水
領
、
八
幡
別
宮
の
管
理
権
を
山
田
氏
が
も

っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
弘
宏
』
ハ
（
・
・
八
三
年
同
社
の
鋪
銘
に
「
大
日
本
国
山
陰
道
久
米
郡
北
条
郷
山
田
八
幡
宮
推
鐘
、
此

鐘
者
、
平
司
舎
兄
、
左
金
吾
紀
秀
員
、
法
名
翼
観
、
在
主
之
時
、
以
ド
所
司
蓄
鼠
・
之
用
途
ｋ
所
し
奉
レ
鋳
也
：
：
：
」
と
あ
り
、
山
田
氏

が
紀
脆
と
関
係
深
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

古
い
棟
札
に
康
．
４
．
（
・
三
四
一
）
年
の
が
あ
り
、
上
地
の
礎
″
者
藤
原
泰
豊
ら
の
社
殿
造
営
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
天
正
一

三
（
一
五
八
五
）
年
、
出
巽
の
三
沢
為
清
・
為
虎
が
こ
の
社
と
関
係
し
た
棟
札
も
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
神
職
で
あ
っ
た
中
林

家
文
書
に
、
永
禄
八
（
一
五
六
五
）
年
与
布
佐
渡
守
光
溝
、
高
橘
対
馬
守
久
光
が
連
名
で
、
藤
侍
者
な
る
も
の
に
三
沢
氏
か
ら
証

文
を
も
ら
っ
て
や
っ
た
こ
と
が
か
い
て
あ
る
。

放
生
会
、
旧
八
月
一
五
日
（
現
祭
日
一
○
月
一
五
日
）
山
名
に
よ
（
″
て
は
じ
め
ら
れ
た
と
す
る
。

江
戸
時
代
は
藩
士
駐
在
し
て
祭
礼
を
取
締
り
、
流
鏑
馬
の
神
事
あ
り
、
西
麓
に
神
宮
寺
（
明
現
寺
）
を
有
し
、
祭
事
は
そ
の
社

山
名
豊
時
が
石
清
水
よ
り
勧
請
と
も
、
生
田
の
豪
族
水
谷
出
羽
守
が
宇
佐
よ
り
勧
請
と
も
伝
え
る
。
祭
神
応
神
・
仲
哀
・
神
功
、

応7 姉



伯
州
会
見
郡
大
社
八
幡
宮
御
由
所
稗
付
り
内
藤
官
兵
術
以
後
代
々
記
録
正
神
主
内
藤
遠
江
守

安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
五
月

一
今
度
当
社
由
所
書
差
出
候
様
二
御
月
番
何
々
殿
よ
り
被
二
仰
渡
・
候
間
、
以
二
書
付
一
奉
：
申
上
一
候
、
柳
々
一
国
一
郡
大
社
八
幡
宮
勧

請
之
由
来
は
、
人
皇
四
十
三
代
元
明
天
皇
和
銅
年
中
建
立
之
由
代
々
申
伝
候
得
共
、
余
り
年
久
故
時
々
之
依
二
兵
乱
、
、
或
は
致
二

焼
亡
、
其
子
細
旧
記
等
不
分
明
二
御
座
候
、
難
し
然
中
古
七
拾
四
代
鳥
羽
院
之
御
宇
、
天
永
二
年
新
二
造
栄
（
営
）
棟
札
等
只
今

二
御
座
候
、
其
後
当
安
永
年
中
迄
凡
ソ
六
百
六
十
年
程
也
、
造
栄
建
立
之
棟
札
等
誠
二
数
多
御
宮
二
納
り
、
当
時
迄
明
白
二
御
座

候
、
中
古
右
大
将
頼
朝
公
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
御
建
立
之
殉
、
諸
国
一
ケ
国
二
八
社
之
八
幡
宮
建
立
之
御
下
知
之
節
、
当
社
再
勧
請

之
由
、
其
後
或
は
国
主
或
は
領
主
時
代
節
之
建
立
造
栄
二
御
座
候
、
右
之
趣
棟
札
二
御
座
候
、
併
棟
札
も
文
字
不
分
明
成
ル
も
御

座
候
、
年
来
之
儀
二
御
座
候
得
ば
虫
喰
二
成
り
候
も
御
座
候
繁
数
々
候
間
先
ヅ
如
レ
此
二
奉
・
・
申
上
一
候
、
往
古
は
為
菟
社
領
一
千
石

余
も
御
座
候
由
、
其
後
五
百
三
拾
石
程
二
相
成
り
候
処
、
先
年
当
国
御
流
水
之
節
、
右
之
社
領
田
畑
流
失
セ
、
潮
ク
残
り
候
而
当

時
は
高
三
拾
四
五
石
程
宮
付
二
相
成
り
、
当
時
領
主
よ
り
も
隆
地
二
而
差
添
へ
申
候
、
右
之
次
第
故
、
御
宮
柄
古
ハ
不
し
及
二
申

上
一
中
古
後
迄
も
私
家
よ
り
外
二
社
家
も
数
々
御
座
候
、
社
付
侍
分
之
者
も
同
然
二
御
座
候
、
然
ル
処
或
は
兵
乱
之
卿
退
散
致
候

者
も
有
し
之
、
又
は
祭
政
之
違
道
を
蕊
ｗ
我
意
乱
法
成
ル
職
道
一
禾
在
身
持
故
、
其
時
之
以
レ
命
其
家
及
二
断
絶
↓
候
義
も
有
し
之
、

社
領
は
洪
水
二
流
失
セ
、
国
主
・
領
主
は
依
レ
不
し
成
治
国
節
々
時
々
二
入
替
恥
誘
吠
旧
記
等
不
分
明
二
相
成
義
共
数
多
御
座

盆
陶
繍
飾
Ｉ
紀
戯
個
戚
催
二
筏
苧
皐
長
織
鞭
棄
塑
剃
風
維
一
‐
李
塞

奈
良
時
代
に
は
朝
廷
で
実
力
を
握
っ
た
紀
氏
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
藤
原
氏
が
中
央
要
職
を
独
占
し
、
紀
氏
・
大

伴
氏
ら
は
斜
陽
貴
族
の
有
様
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
等
は
一
○
世
紀
頃
か
ら
以
後
は
地
方
官
と
し
て
の
地
位
に
甘
ん
じ
、

そ
こ
か
ら
得
る
こ
と
の
出
来
た
名
誉
と
財
物
が
彼
等
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
右
の
系
図
で
い
え
ば
、
忠
道
・
鋤
榔
の
兄
弟
は

二
世
紀
の
は
じ
め
頃
（
一
○
一
○
’
一
○
二
○
年
代
）
出
雲
・
伯
誉
の
国
守
を
つ
と
め
て
い
る
。
忠
道
の
長
子
為
任
も
伯
書
国

に
下
向
し
、
任
期
後
に
は
伯
誉
に
土
着
し
た
。
そ
の
弟
の
闘
腿
も
同
じ
よ
う
な
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
い
る
が
、
西
伯
苔
で
在
地
の

勢
〃
を
相
当
に
扶
殖
し
て
い
た
ら
し
く
「
小
右
記
」
の
治
安
三
年
の
記
事
に
よ
る
と
、
伯
誉
国
司
藤
原
資
頼
の
政
治
を
非
難
す
る

投
醤
を
成
任
が
内
大
臣
藤
原
敦
通
に
投
じ
、
ま
た
人
を
使
っ
て
京
都
で
資
頼
非
難
の
落
禽
を
さ
せ
た
事
件
が
あ
っ
た
。
紀
氏
は
こ

の
よ
う
に
二
世
紀
頃
か
ら
土
着
豪
族
と
し
て
土
地
・
住
民
の
上
に
力
を
も
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
山
寺
縁
起
に
よ
れ
ば
成
任
の
子
成
平
は
康
平
六
二
○
六
四
）
年
四
月
の
大
山
権
現
御
幸
会
式
に
頭
人
と
し
て
幣
吊
を
さ
さ

げ
て
お
り
、
さ
ら
に
百
年
ば
か
り
後
の
成
嬢
も
大
山
権
現
に
承
安
二
（
二
七
二
）
年
鉄
製
厨
子
を
納
め
、
そ
の
銘
に
「
伯
州
会

東
郡
地
主
紀
成
盛
」
と
記
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
紀
氏
が
い
わ
ゆ
る
「
長
者
ケ
原
」
を
拠
点
に
四
方
に
勢
力
を
扶
殖
し
、
大

山
参
り
の
長
者
道
、
日
吉
津
大
神
宮
へ
の
長
者
道
な
ど
の
伝
承
で
も
そ
の
勢
力
振
り
が
語
り
つ
が
れ
て
い
る
。

馬
場
八
蛎
の
内
藤
家
の
由
緒
禽
等
に
は
、
こ
の
八
幡
社
が
何
時
勧
請
建
立
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
平
安
末
期

紀
氏
が
土
着
勢
力
を
か
た
め
た
頃
、
直
接
に
は
石
清
水
八
幡
社
を
勧
請
し
、
自
ら
の
氏
神
と
し
て
崇
敬
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

武
内
橋
撚
Ｉ
紀
飯
隠
駒
相

紀
氏
の
流
れ
は
中
世
に
お
い
て
、
会
見
（
相
見
）
・
巨
勢
・
進
な
ど
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
に
よ
っ
て
八
幡
社

の
祭
記
一
切
の
行
事
が
と
り
し
き
ら
れ
て
い
っ
た
。
中
世
末
期
吉
川
広
家
の
支
配
時
代
、
八
幡
社
の
火
災
に
よ
る
焼
失
が
あ
り
、

相
見
家
は
社
家
を
辞
し
、
京
都
か
ら
内
藤
家
が
詞
官
と
し
て
む
か
え
ら
れ
て
い
る
が
、
八
幡
社
の
勧
請
以
後
の
維
持
発
展
は
紀
氏

一
門
と
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。
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八
幡
宮
社
領
井
旧
記
録
が
雄
出
如
内
藤
佐
渡
守
文
政
十
一
年
八
月
廿
日

凡
テ
吾
国
ハ
神
明
統
伝
シ
テ
制
ソ
立
ヅ
、
誠
二
皇
都
ヲ
恢
郭
シ
、
今
運
屡
長
蒙
、
民
ノ
心
朴
素
、
時
二
随
ツ
テ
元
々
を
鎖
ム
、
上
ハ

則
チ
乾
霊
授
国
ノ
徳
二
答
工
、
ド
ハ
則
チ
皇
孫
正
シ
キ
ヲ
養
フ
ノ
心
ヲ
弘
ム
、
然
ル
後
（
但
シ
此
間
虫
食
ナ
リ
）
都
ヲ
以
テ
聖
造
ヲ

妨
グ
ル
ヲ
ィ
ヵ
ン
セ
ン
、
恩
天
二
祖
ノ
詔
命
二
復
シ
、
神
篭
ヲ
建
樹
ス
ル
ハ
此
時
二
発
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
卑
二
奴
等
神
職
ノ
家
二
生

し
、
神
世
ノ
古
事
本
朝
二
祖
宗
廟
ヲ
尋
ネ
、
八
幡
宮
ノ
起
源
二
鑑
ミ
ル
ニ
、
天
皇
十
六
代
応
神
天
皇
謹
ハ
誉
田
天
皇
、
足
仲
彦
第
四

子
也
、
母
ハ
気
長
足
姫
尊
卜
日
ウ
、
天
製
患
后
ソ
以
一
ア
新
羅
ヲ
討
ツ
ノ
年
、
歳
次
庚
辰
十
二
月
、
筑
紫
ノ
蚊
田
二
生
ル
、
幼
一
ラ
テ

聴
ク
、
玄
監
深
遠
（
ハ
ル
ヵ
ニ
ミ
ル
コ
ト
フ
カ
ク
ト
オ
）
シ
、
勤
容
進
止
（
ス
ガ
タ
フ
ル
マ
ィ
ノ
リ
ア
リ
）
、
聖
表
有
異
駕
（
ヒ
ジ

リ
ノ
シ
ル
シ
ァ
ヤ
シ
キ
コ
ト
〉
ノ
リ
）
。
皇
太
后
摂
政
ノ
三
年
立
チ
テ
皇
太
子
卜
為
ル
、
〔
時
二
年
三
〕
初
メ
天
皇
学
マ
レ
タ
マ
イ
テ
、

１
１
＄
誰

天
神
地
祇
三
韓
ヲ
授
ク
、
既
二
産
ル
ル
ノ
ト
キ
、
宍
腕
ノ
上
二
生
イ
タ
リ
、
其
ノ
形
鞘
ノ
如
シ
、
是
し
皇
太
后
雄
装
シ
テ
鞘
ヲ
負
エ

ｈ

憐
。
、

〃
ｊ

、
ま
む
ナ

ル
ニ
肖
エ
タ
リ
、
〔
肖
、
コ
レ
ヲ
阿
叡
ト
ィ
ウ
〕
故
其
ノ
名
ヲ
称
エ
テ
誉
田
天
皇
卜
謂
ウ
、
〔
上
古
時
俗
、
鞘
ヲ
号
イ
テ
蕊
武
名
卜
謂

ウ
〕
一
二
日
ウ
、
初
天
皇
太
子
ト
シ
テ
越
国
二
行
キ
テ
角
蹴
御
蛎
大
神
ヲ
拝
シ
タ
マ
ウ
、
時
二
大
神
太
子
卜
名
ヲ
相
易
玉
ウ
、
故
大

あ
い
か
え

な
ず
い
ｒ
“
鼻
．
小
靴

神
ヲ
号
ケ
テ
去
来
紗
別
神
卜
日
ィ
、
太
子
ヲ
誉
田
別
尊
卜
名
ク
、
然
（
則
チ
大
神
ノ
本
名
ヲ
誉
田
別
神
、
太
子
ノ
元
ノ
名
ヲ
（
去
来

紗
別
尊
卜
謂
ウ
ベ
シ
、
〔
此
処
五
字
位
虫
〕
Ⅱ
「
然
し
ド
モ
見
ル
所
無
シ
、
未
ダ
詳
ナ
ラ
ズ
」
二
十
二
年
三
月
難
波
二
幸
シ
テ
大
隅

宮
二
居
ル
。
四
十
一
年
二
月
天
皇
珊
溌
●
二
崩
ズ
（
中
略
）

惟
厭
此
州
此
郡
鎮
座
之
八
幡
大
神
ハ
、
人
皇
四
十
四
代
元
正
天
皇
養
老
四
年
九
月
異
国
襲
来
、
日
向
大
隅
大
二
乱
ル
、
朝
廷
宇
佐
神

宮
二
冠
賊
ヲ
平
ゲ
ン
コ
ト
ヲ
祈
ル
、
大
神
託
シ
テ
臼
ク
、
是
戦
ハ
其
レ
死
傷
多
シ
、
我
甚
コ
レ
ヲ
憐
ム
、
願
ク
ハ
冠
平
之
後
放
生
ヲ

諸
国
二
置
ケ
ト
、
諸
国
八
幡
ノ
放
生
会
此
ヨ
リ
始
マ
ル
、
迩
来
当
社
其
御
宇
国
主
ノ
詔
勅
ヲ
奉
ジ
、
此
川
ノ
清
流
上
四
至
八
町
二
霊

候
、
其
乱
法
之
節
八
幡
宮
御
宮
付
之
宝
物
、
弘
安
・
建
武
之
比
之
御
絵
旨
、
将
又
応
安
・
応
永
之
節
之
御
教
書
等
も
或
は
盗
取
り
、

或
は
焼
亡
、
且
ハ
光
取
り
、
言
語
同
断
錘
‐
尽
筆
端
義
共
二
御
座
候
、
故
二
今
二
遠
近
之
上
民
百
姓
之
手
二
渡
り
候
も
聞
及
、

お
’
し
宅

又
は
充
徳
利
澗
之
沙
汰
二
棚
成
候
筋
も
有
‐
之
、
重
畳
其
々
職
道
身
二
仕
候
而
は
口
惜
次
第
共
数
多
御
座
候
。
巳
前
よ
り
之
正
明

を
守
り
、
当
時
迄
祭
政
之
御
徒
専
ラ
勤
行
仕
、
右
運
転
乱
法
二
も
残
り
候
家
は
乍
卜
恐
私
壱
人
二
而
御
座
候
、
往
古
中
古
よ
り
数

代
当
社
職
務
正
神
主
役
全
ク
机
伝
へ
申
候
、
北
年
久
故
二
中
古
迄
之
籍
は
系
図
計
り
二
而
、
万
端
難
：
禽
留
．
、
中
古
北
面
之
侍
私

家
に
右
之
乱
法
之
側
御
宮
曲
所
（
緒
）
柄
故
、
為
：
侭
子
被
叢
下
候
も
臥
之
家
二
而
、
中
先
祖
内
藤
宮
兵
衛
と
申
候
。
其
以
来

ハ
万
事
異
何
蛎
も
凪
迄
数
代
明
白
二
旧
記
惇
迄
狐
へ
侭
、
・
犬
四
海
櫛
識
二
修
身
治
国
平
天
下
を
奉
↓
紀
候
、
前
々
よ
り
八
幡
社

吏
配
之
神
械
と
内
は
不
‐
及
：
中
上
醜
は
職
分
之
道
筋
と
雌
二
付
、
当
国
日
野
郡
・
汗
人
郡
又
ハ
雲
州
意
宇
郡
又
能
義
郡
之
神
職

之
飛
、
本
所
古
川
工
住
復
之
添
沸
、
将
又
御
織
許
取
次
万
堺
吟
味
、
胤
家
先
祖
よ
り
仕
、
右
之
証
文
数
通
所
持
仕
候
、
且
又
右
神

領
之
内
社
侍
、
社
役
脈
兵
町
家
何
姓
二
歪
迄
・
切
吏
配
仕
候
処
、
前
稗
申
上
候
通
洪
水
二
御
神
領
流
失
セ
、
兵
乱
二
退
散
い
た
し
、

労
以
只
今
は
右
之
州
付
竿
斗
り
残
り
叩
候
嚇
此
一
一
御
脹
候
。
北
内
藤
悔
兵
衛
柑
勤
申
候
節
は
将
軍
宣
旨
、
一
天
泰
平
之
御
玉
串
願

上
申
候
施
分
淳
御
沌
候
、
外
二
人
鳩
往
来
御
流
立
頂
蚊
仕
候
施
も
御
座
候
、
右
之
降
付
は
只
今
二
私
代
な
家
二
大
切
二
仕
置
候
、

近
古
蝋
厭
朝
恢
之
朝
鮮
祇
伐
之
節
も
巽
側
降
伏
之
御
祈
願
当
社
八
噺
宮
披
‐
為
・
仰
付
、
則
舟
中
迄
罷
越
異
国
降
服
之
御
祈
願
成

就
二
付
、
御
桝
ぶ
納
二
菊
桐
御
紋
付
之
翁
而
御
宵
納
り
吸
今
兵
御
座
候
。
典
節
、
内
藤
官
兵
衛
二
右
奉
叶
抽
：
丹
誠
・
之
由
、
為
鳥
御

褒
美
捕
柵
之
御
紋
付
乗
物
拝
慨
仕
候
。
此
外
御
祈
綴
筋
合
も
段
々
仕
峡
。
天
正
年
中
よ
り
後
二
も
中
村
伯
誉
守
領
主
之
狗
二
至

心
て
も
哨
祉
八
輔
桝
江
〃
参
等
仕
峡
節
も
布
‐
之
、
此
外
先
を
械
荘
伽
後
側
神
辺
城
主
杉
原
兵
庫
頭
景
盛
、
出
雲
国
伯
州
掛
領
吉

川
蔵
人
広
家
沖
特
以
偏
仰
と
上
寄
附
状
或
寄
進
物
等
何
し
も
仕
候
那
二
御
序
候
而
、
内
藤
官
兵
衛
子
息
官
太
夫
、
其
後
代
之
私
迄

机
勤
峡
処
、
刈
時
械
稚
よ
り
も
造
桝
之
側
為
雛
倣
修
繕
郡
少
々
族
出
申
峡
。
尤
郷
内
村
中
之
惣
氏
子
共
万
端
出
情
仕
、
宮
詰
り

等
も
川
来
仕
肢
、
雛
‐
然
従
占
中
占
之
巾
止
峡
Ⅲ
紀
之
様
ｆ
ハ
械
二
中
絶
異
州
成
り
、
誠
神
位
（
威
）
之
お
と
ろ
へ
扱
々
残
念
奉
レ

叙
１
価
仰
ｌ
リ
ノ
測
拙
出
ば
詞
″
叫
龍
銑
秒
毒
零
二
４
ｍ
“
町
々
１
０
別
Ⅶ
部
左
‐
ユ
箆
十
醇
豚
‐
詞
山
下
‐
小
飼
融
和
）

〃 脇



第4章生活と信仰・その他

元
弘
三
年
五
月
五
日

勘
解
由
次
官
判

○
奉
・
一
寄
進
相
見
八
幡
御
宝
前
伯
者
国
久
保
田
内
三
谷
村
地
頭
職
事

右
意
趣
者
、
天
下
泰
平
殊
当
国
凶
徒
対
治
者
偏
所
し
奉
レ
愚
罵
当
社
加
護
也
、
価
寄
進
状
如
し
件

建
武
五
年
六
月
二
日

前
伊
豆
守
源
時
氏
判

○
美
作
国
青
倉
庄
地
頭
職
為
・
・
勲
功
之
賞
相
見
五
郎
左
衛
門
尉
宗
国
可
卜
令
：
知
行
・
一
者
、
天
気
如
レ
此
悉
之
御
状

興
国
元
年
十
月
十
七
日
右
少
弁
判

○
但
馬
国
土
田
郷
一
分
地
頭
職
井
亀
別
宮
地
頭
職
事
、
依
俳
為
・
由
緒
之
地
可
Ｉ
被
：
知
行
之
状
如
件

観
応
二
年
十
二
月
廿
七
日

源
（
義
詮
？
）
判
、
相
見
左
衛
門
太
夫
人
道
殿

○
宛
行
染
坪
田
事
合
三
段
半
一
町
六
反
之
内
、
下
寄
二
斗
五
升
代
也

右
前
後
田
者
、
神
主
本
名
内
八
所
宛
行
也
、
津
有
御
年
貢
以
下
御
公
事
等
任
先
例
可
レ
令
二
勤
仕
一
之
状
也

正
平
九
午
年
二
月
日

真
吉
判

○
巨
勢
宗
国
依
レ
有
・
合
感
（
家
盛
？
）
忠
、
有
請
恩
賞
・
英

文
和
三
年
三
月
阿
日

左
近
中
将
（
山
名
時
氏
）
判

Ｏ
寄
進
伯
香
国
相
見
庄
八
幡
宮
御
宝
前
、
右
旨
趣
者
、
宗
源
禅
門
衆
病
本
復
除
災
与
楽
併
令
レ
依
：
大
菩
薩
応
化
春
属
加
護
・
者

歎
、
然
間
弥
為
奉
レ
仰
・
一
家
門
繁
栄
宿
福
、
以
二
当
国
二
宮
庄
狭
少
下
地
・
坪
付
別
紙
有
し
之
所
し
令
：
寄
附
一
之
状
如
件

応
安
三
年
庚
戊
三
月
廿
七
日

源
時
義
判

○
伯
替
国
会
見
郡
相
見
庄
八
幡
宮
領
事

地
ヲ
定
ム
、
本
社
雲
・
軒
社
、
中
尊
ハ
誉
田
別
尊
応
神
天
皇
、
大
鶴
鶴
尊
仁
徳
天
良
、
仲
姫
尊
皇
騎
ヲ
以
テ
左
右
相
殿
ト
ナ
ス
、
而
シ
テ
別
宮
二

字
、
右
ハ
足
仲
彦
尊
仲
哀
天
皇
、
左
ハ
気
長
足
姫
尊
神
功
皇
艮
奉
仕
神
二
神
、
武
内
宿
祢
・
物
部
大
連
・
門
容
神
両
神
、
随
神
門
、
官

門
二
価
…
軒
、
拝
殿
＃
四
好
、
長
膳
…
軒
卜
＃
、
瑞
簸
鳥
居
斑
経
営
美
ヲ
蓋
ス
．
後
二
常
盤
木
生
茂
り
、
天
異
識
一
山
前
ノ
如
シ
、
井
二

へ
か
な

木
華
白
木
綿
二
照
ル
、
或
歌
二
日
ク
、
神
風
ヤ
早
川
ノ
瀬
ノ
水
清
ミ
心
ノ
塵
モ
流
ル
辺
キ
加
那
、
此
川
ニ
テ
放
生
会
遂
行
ス
、
毎
年

八
月
十
五
日
神
輿
…
蝉
川
頭
二
行
幸
シ
、
種
を
ノ
物
備
へ
奉
リ
テ
、
神
司
謂
霊
幣
儲
ヲ
以
テ
広
ク
厚
ク
術
枠
械
融
ス
、
禦
儲
儲
人
伎

楽
ヲ
券
シ
供
奉
甚
ダ
厳
然
タ
リ
、
還
幸
シ
テ
国
司
武
士
ノ
騎
ヲ
シ
テ
馬
ヲ
鏡
ワ
シ
ム
、
而
シ
テ
ホ
来
宮
地
ヲ
改
メ
テ
馬
場
村
ト
名
ヅ

ケ
、
郷
ヲ
八
幡
ト
雛
ブ
、
往
昔
ヨ
リ
数
ケ
所
ノ
神
田
ヲ
附
与
シ
テ
年
中
行
事
時
二
違
ワ
ズ
、
僻
怠
ナ
シ
、
偉
ナ
ル
ヵ
ナ
盛
ナ
ル
ヵ
ナ
、

吾
ガ
朝
二
所
ノ
宗
廟
護
国
ノ
霊
神
ノ
威
″
仰
ゲ
・
ハ
弥
高
ク
信
ズ
レ
・
ハ
愈
新
ナ
リ
、
誰
力
畏
敬
セ
ザ
ラ
ン
ヤ
、
誰
力
尊
信
セ
ザ
ラ
ン
ヤ
。

か
い
０

３
仙
乱
叩

此
ノ
川
ノ
流
ハ
測
瀬
ノ
替
γ
リ
ト
モ
、
吾
ガ
神
明
ノ
康
栄
将
二
天
壌
ト
ト
モ
ニ
彊
ナ
キ
者
ナ
リ
、
価
ツ
テ
当
社
神
寮
紀
氏
蒙
次
、
荷

く
い
Ｌ
苫

今
亦
崇
敬
シ
、
吾
ガ
宗
祖
謹
ン
デ
宣
く
畢
ソ
ス
。
凡
誉
田
尊
ノ
伝
記
ハ
諸
国
二
見
１
、
故
二
詳
ヲ
略
シ
テ
載
セ
ザ
ル
ノ
ミ
。

覚

一
当
社
八
幡
太
神
之
儀
は
往
古
勅
願
所
二
而
人
皇
四
拾
四
代
元
正
天
皇
之
御
字
養
老
四
年
九
月
四
至
八
町
之
宮
地
ヲ
鎮
奉
、
宇
佐
八

幡
宮
当
地
工
勧
請
、
天
皇
始
政
夷
大
将
軍
公
、
御
国
守
被
レ
遊
：
御
信
仰
・
御
絵
旨
、
御
教
謁
別
而
因
伯
大
守
公
先
刻
之
例
二
而
被
レ
遊

：
御
寄
進
．
、
委
細
之
儀
は
旧
記
由
緒
灘
写
差
上
置
候
。

御
総
旨
、
御
教
爵
写
（
伯
醤
志
も
参
照
）

○
但
馬
国
土
田
一
分
地
頭
職
依
．
・
勲
功
之
質
巨
勢
家
盛
可
卜
令
：
知
行
者
、
絵
旨
如
レ
此
悉
之
。

元
弘
三
年
五
月
五
日

勘
解
由
次
官
（
藤
原
光
守
）
判

○
但
馬
国
亀
別
宮
地
頭
職
、
依
：
勲
功
之
欝
、
巨
勢
家
盛
可
し
令
知
行
者
、
絵
旨
如
股
此
悉
之
。

清
里
名
氏
宮
田

今
口

朝
山
名
神
主
職

氏
一
宮
田
伍
段

飯ア
”



第4章生活と信仰・その他

右
於
》
・
彼
神
領
、
反
銭
以
下
諸
役
令
：
停
止
・
所
也
、
早
守
・
・
先
例
神
主
相
見
左
衛
門
五
郎
可
し
全
ご
社
役
一
之
が
〃
し
付

応
永
廿
六
年
十
二
月
廿
五
日

大
膳
太
夫
源
朝
臣
（
佐
々
木
高
詮
）
判

○
八
幡
領
高
四
拾
石
之
処
、
年
貢
先
以
近
江
守
に
被
：
預
置
・
様
と
の
御
内
儀
候
、
度
々
此
旨
申
人
候
義
其
通
に
被
一
．
仰
付
廻
尤
候
、

〔○○ ○
内
殉
被
・
申
聞
・
候
当
社
八
幡
領
従
前
之
高
四
拾
石
式
斗
七
升
三
合
、
馬
場
村
下
札
之
内
二
書
付
、
庄
屋
エ
相
渡
候
条
、
其
心
得

ヲ
以
弥
社
中
講
事
不
し
可
し
有
：
油
断
・
候
、
恐
々
謹
言

寛
永
九
年
九
月
廿
六
日
円
山
勘
解
由
判

一
因
伯
大
守
公
寛
永
十
一

右
衛
門
、
小
工
次
郎
↑

偶
成
二
取
繕
置
候
事
。

一
百
四
代
後
土
御
門
院
御
宇
、
明
応
七
（
一
四
九
八
）
年
十
一
月
廿
日
御
造
営
被
二
仰
付
・
候
事
。

一
百
八
代
後
陽
成
院
御
宇
天
正
十
七
（
一
五
八
九
）
年
卯
月
二
日
御
造
営
国
郡
主
吉
川
蔵
人
頭
四
品
拾
遺
豊
臣
広
家
と
御
座
候
事
。

一
因
伯
大
守
公
寛
永
十
一
（
一
六
三
四
）
年
社
頭
悉
御
修
覆
被
乳
仰
付
．
、
則
御
普
請
御
奉
行
は
大
西
定
兵
衛
、
大
工
頭
は
野
間
三
郎

右
衛
門
、
小
工
次
郎
右
衛
門
、
其
外
大
工
三
拾
五
人
被
し
遣
候
而
造
営
成
就
仕
候
、
自
レ
夫
御
代
々
御
修
覆
奉
レ
願
候
処
、
御
時
節 γ

や

一
七
十
四
代
鳥
羽
院
御
宇
天
永
二
二
二
二
年
、
御
建
立
被
遊
候
、
古
棟
札
干
し
今
御
座
候
二
付
、
安
永
八
巳
亥
年
棟
札
写
有

》
Ｑ
ヤ
ジ増

差
上
申
置
候
、
然
ル
処
自
し
是
先
代
古
棟
札
三
枚
御
座
候
得
共
文
字
不
分
明
、
無
し
拠
其
侭
納
置
申
候
事
。

一
八
十
二
代
後
鳥
羽
院
御
宇
、
右
大
将
頼
朝
公
再
建
被
仰
付
候
、
其
後
観
応
・
応
安
・
応
永
年
中
ニ
モ
御
造
営
被
二
仰
付
一
候
得
共
、

恐
慢
謹
言

（
慶
長
）
極
月
廿
八
日

武
田
市
左
衛
門
尉
殿

安
西
八
兵
衛
尉
殿

乱
（
但
）
最
前
得
・
御
意
・
置
候
条
、

げ
に
琴
融
審
川
Ｅ
云
殉
‐

冷
湧
詞
隆
八
／
偏
去
知
押
鳳
昧
即
応
ｊ
ノ
ム
必
仰
Ｈ
司

（
但
）
最
前
得
・
御
意
・
置
候
条
、
先
其
段
に
被
し
成
候
而
可
菖
指
置
候
、
以
上
。

会
見
郡
八
幡
宮
社
領
高
四
拾
弐
石
井
宮
林
竹
木
共
二
被
し
遣
候
、
自
今
以
後
可
心
有
《
・
所
務
・
者
也

元
和
四
年
八
月
十
六
日

恵
藤
作
太
夫
判

会
見
郡
八
幡
ノ
馬
場
村
神
領
定
上
免
之
事

高
五
拾
五
石
九
斗
八
合
、
内
四
拾
石
神
領
、
此
物
成
拾
六
石
八
斗
、
但
し
四
シ
弐
分
。

残
高
拾
五
石
九
斗
八
合
、
物
成
六
石
八
升
壱
合
、
夫
米
四
斗
壱
合
、
一
同
合
七
石
八
升
弐
合
、
外
ニ
ロ
米
有

右
相
定
上
音
霜
月
以
前
二
皆
済
可
‐
有
之
者
也

元
和
六
年
四
月
十
六
日

上
田
宗
右
衛
門
判

荻
原
源
右
衛
門
判

恵
藤
作
太
夫
判

八
幡
神
主
二
介
殿

会
見
郡
八
幡
宮
林
竹
木
知
行
二
付
来
リ
候
間
、
従
：
公
儀
・
御
伐
有
間
敷
候
、
為
重
後
日
之
如
レ
此
也

寛
永
拾
三
年
三
月
十
五
日
沢
住
左
近
右
衛
門
判

野
崎
三
右
衛
門
判

神
主
中
書
殿

刺
主
遡
柵
守
協

神
主
中
書

棟
札
の
件

其
他
事
歴

神
主
中
書
殿

友
松
六
左
衛
門
尉
判

鵬鰯



第4章生活と信仰・その他

，
届
易
引
Ｅ
ｚ
’
’

一
、
淳
和
天
皇
後
喬
、
内
藤
綱
満
は
北
面
の
武
士
、
家
紋
は
藤
の
丸
あ
る
い
は
片
藤
。

綱
満
十
六
代
の
孫
綱
教
、
そ
の
三
代
の
孫
内
藤
官
兵
衛
綱
宗
は
初
め
足
利
義
昭
に
仕
え
、
六
波
羅
の
勤
仕
、
そ
の
後
信
長
・
秀

吉
に
仕
え
、
相
見
盛
宗
に
不
法
の
こ
と
あ
り
、
神
主
職
と
し
て
天
正
十
八
年
内
藤
官
兵
衛
が
京
都
か
ら
伯
誓
に
下
る
。

二
、
二
代
内
藤
宮
兵
衛
綱
只
、
伯
誉
西
部
・
出
雲
能
義
郡
の
神
官
進
退
取
次
を
当
社
よ
り
京
都
吉
田
神
社
へ
の
権
を
与
え
ら
れ
る
。

七
、
七
代
伊
豆
守
藤
原
寿
長
。

一
二
二
一
１
７
繭
輔
よ
６
淵
Ⅱ

四
、
四
代
内
藤
中
書
藤
原
綱
蜂

五
、
五
代
内
藤
中
務
少
輔
藤
匿

六
、
六
代
右
京
亮
藤
原
綱
重
、

○
文
化
十
三
（
一
八
一
六
）
年
三
月
廿
九
日
、
八
幡
宮
正
遷
宮
、
藩
よ
り
は
米
子
か
ら
警
固
の
足
軽
派
遣
。
桟
敷
を
組
む
こ
と
に

つ
い
て
山
奉
行
が
異
見
を
申
し
た
。
神
社
側
は
先
規
の
通
り
設
営
し
た
と
い
い
、
両
者
の
論
議
と
な
り
、
神
輿
行
幸
も
差
支
え
よ

う
と
し
た
。
神
社
側
は
山
奉
行
を
せ
め
立
て
て
、
よ
う
や
く
神
幸
を
終
え
た
。
八
幡
宮
で
は
荒
尾
家
を
通
じ
て
、
藩
が
何
故
山
奉

行
を
出
張
さ
せ
た
の
か
、
し
か
も
心
掛
け
の
よ
か
ら
ぬ
人
物
で
あ
る
。
も
し
神
幸
が
差
支
え
た
な
ら
、
殿
様
に
対
し
て
誠
に
申
訳

な
い
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
う
た
旨
を
申
入
れ
た
。

一
寺
社
御
奉
行
山
田
弥
兵
衛
・
同
吉
村
清
左
衛
門
御
役
之
節
、
御
目
見
ェ
被
仰
付
候
、
御
証
文
所
持
仕
候
事
。

シ
メ

一
親
遠
江
正
月
十
五
日
登
城
御
Ⅱ
見
工
被
：
仰
付
御
祈
蔵
札
城
工
持
参
納
申
候
、
然
ル
所
正
月
十
五
日
八
幡
宮
初
祭
注
連
下
社
家

致
：
出
勤
候
二
付
、
日
替
奉
レ
願
候
処
、
閏
十
二
月
廿
二
日
被
皇
仰
渡
二
月
朔
日
願
之
通
被
息
仰
付
ゞ
候
事
。

一
私
儀
親
遠
近
通
奉
膨
願
候
処
、
文
化
弐
年
丑
四
月
三
日
願
之
通
被
い
仰
付
、
登
城
仕
候
節
御
祈
繭
御
礼
御
城
工
持
参
仕
干
レ
今
納
申

一
癖
浩
廊
三
二
七
四
三
）
年
玄
年
十
月
被
し
遊
：
殿
様
街
娼
艇
・
候
二
付
、
肩
三
歩
避
壱
年
限
末
々
よ
り
差
上
咋
候
一
画
制
辰
安
全
之

御
祈
禰
被
司
仰
付
・
候
、
御
証
文
所
持
候
事
。

一
若
殿
様
・
御
姫
様
御
庖
癒
安
康
之
御
祈
禰
被
：
仰
付
候
、
御
証
文
所
持
仕
候
事
。

一
太
閤
秀
吉
公
よ
り
三
番
嬰
面
翁
面
当
社
八
幡
宮
エ
被
昨
遊
：
御
寄
進
一
干
し
今
奉
納
仕
置
候
事
。

二
別
国
守
中
村
伯
誉
守
殿
三
拾
六
歌
仙
御
奉
納
干
し
今
御
座
候
。

一
河
岡
山
城
守
大
般
若
経
御
奉
納
干
し
今
御
座
候
。

一
秀
吉
公
工
官
兵
衛
よ
り
馬
壱
疋
献
上
仕
候
二
付
、
駿
足
之
由
二
而
、
「
馬
一
疋
被
、
相
贈
・
候
、
自
愛
不
し
斜
候
、
猶
青
山
主
人
可
し

↑
〃
１
。
，
ノ
１
－
ノ
ｊ
１
・
妻
一
ｌ
引

韮
山
田
殿
御
臓
触
御
証
文
写

》
加
畢
侭
賜
‐
鋤
融
雪
ロ
－

安
永
八
笠
‐
六
月
廿
三
日
一
減
》
逗
汀
工
聖
個
直
制
服
鼎
㈱
：
佃
叩
“
何
曲
豚
二
伽
例
弓
翻
畑
箇
へ
函
十
二
壷
，
注
，
三
月
廿
七
Ｅ
鐸
調
和
過
一
凹
通
磐
制
具
伽
⑪
〃
仮
ふ
偲
惑
マ

候
事
。

其
許
今
般
就
‐
噸
、
被
し
復
・
旧
例
・
格
汁
被
仰
州
候
自
今
惣
幣
卵
イ
レ
及
：
添
簡
・
上
京
可
し
有
し
之
候
也
‐

文
政
武
寅
年
五
月
五
日
鈴
鹿
筑
前
守
判

鈴
鹿
豊
後
守
判

鈴
鹿
河
内
守
判

六
代
右
京
亮
藤
原
縮
重
伯
者
国
会
見
郡
の
幣
頭
、
弟
掃
部
助
寿
綴
は
尾
高
二
宮
の
神
主
断
絶
に
よ
り
尾
高
に
入
る
．
ま
た
弟

好
松
は
宗
像
に
う
つ
り
宗
形
神
社
に
奉
仕
、
内
藤
越
前
と
称
す
。

匹
仙
は
層
ヰ
豊
麗
原
瀧
汝
三
“

五
代
内
藤
中
務
少
輔
藤
原
綱
寿
。

六
代
右
京
亮
藤
原
綱
重
、
伯
書
宮

内
藤
蔵
人
殿

三
代
綴
広
の
弟
に
し
て
、
綱
広
病
身
に
つ
き
、
元
和
九
年
～
寛
永
十
四
年
代
勤
．

鰯”



第4章生活と信仰・その他

江
戸
時
代
馬
場
村
八
幡
社
由
緒
概
要

寛
永
二
年
二
六
三
四
）
八
幡
社
造
営
、
藩
主
光
仲
よ
り
大
工
頭
野
間
三
郎
右
衛
門
以
下
三
六
人
派
遺
。

延
宝
元
年
二
六
じ
三
）
八
幡
社
造
営
の
た
め
、
藩
よ
り
銀
二
貫
五
○
○
匁
拝
借
、
御
立
山
に
て
用
材
六
○
本
伐
採
許
可
、
会
見

郡
中
よ
り
尚
懸
五
十
石
拠
出
許
可
。

元
禄
七
年
二
六
九
四
）
八
幡
社
修
覆
の
た
め
、
藩
よ
り
銀
一
貫
二
○
○
匁
拝
借
、
御
立
山
に
て
伐
木
八
○
本
許
可
、
郡
中
よ
り

高
懸
五
○
石
拠
出
許
可
、
社
頭
で
の
万
才
芝
居
二
七
日
間
許
可
。

正
徳
五
年
こ
こ
一
五
）
修
覆
の
た
め
、
用
材
八
○
本
を
御
立
山
で
伐
採
、
郡
中
よ
り
高
懸
米
二
○
石
許
可
。

元
文
二
年
（
一
じ
三
じ
）
修
秘
の
た
め
、
用
材
八
○
本
前
例
の
通
り
、
郡
中
拠
出
米
二
○
石
、
万
才
芝
居
二
七
日
許
可
。

寛
保
三
年
（
一
じ
四
三
）
二
月
一
日
、
四
代
藩
主
宗
泰
婚
礼
に
つ
き
、
各
郡
代
表
神
社
に
て
祈
講
、
会
見
郡
は
八
幡
村
八
幡
社

（
汗
人
は
国
信
八
幡
、
日
野
は
宮
内
村
楽
を
福
大
明
神
）

宝
暦
五
年
歪
七
五
五
）
修
覆
の
た
め
、
用
材
四
０
本
、
米
二
○
一
石
前
例
の
通
り
許
可
。

明
和
八
年
つ
じ
七
二
修
覆
の
た
め
、
用
材
四
○
本
、
米
二
○
一
石
前
例
の
通
り
許
可
。

安
永
九
年
つ
七
八
Ｏ
）
神
主
内
藤
遠
江
に
直
鯛
仰
付
け
。
八
幡
社
造
営
の
た
め
、
銀
一
○
枚
拝
借
、
用
材
四
○
本
、
米
二
○
石

前
例
の
通
り
。
さ
ら
に
伯
州
一
円
勧
化
の
許
可
。

竃
政
二
一
年
二
八
○
Ｏ
）
修
覆
の
た
め
、
銀
一
○
枚
、
用
材
四
○
本
、
米
二
○
石
前
例
の
通
り
許
可
。

文
化
二
年
二
八
一
四
）
右
に
同
じ
。

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
大
破
箇
所
二
ヶ
所
に
及
び
修
覆
の
た
め
、
用
材
四
○
本
、
銀
一
○
枚
は
前
例
の
通
り
、
さ
ら
に
会
見

郡
中
勧
化
許
可
。

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
近
来
の
照
続
き
に
よ
り
、
各
郡
大
社
に
て
五
穀
成
就
雨
乞
祈
鯖
を
藩
よ
り
命
ぜ
ら
る
。
（
七
月
一
○
日
）

元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
修
穫
の
た
め
、
用
材
四
○
本
、
銀
一
○
枚
前
例
の
通
り
許
可
、
伯
州
一
国
勧
化
は
翌
年
廻
し
許
可
。

文
化
年
間
調
べ
八
幡
社
氏
子
ｌ
ｌ
八
幡
・
新
庄
・
殿
河
内
・
坂
中
・
岩
屋
谷
・
大
寺
・
岸
本
・
押
口
・
吉
長
・
遠
藤
・

水
浜
・
馬
場
・
立
岩
・
小
野
・
小
町
・
鶴
田
・
別
所
、
山
市
場
。

‘）九八
、、’

十九八
代代代
遠近舎
江江人
守守隙
藤 藤 原
原原秀
寿寿賜
常 吉 ．
◎◎名〃

咽
ね職

、
後
に
左
門
藤
原
寿
陳
。

脚 戯


